
四日市市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２８年１０月２４日 

四日市市長  田 中 俊 行 

 

四日市市規則第６５号 

四日市市会計規則の一部を改正する規則 

四日市市会計規則（昭和３９年四日市市規則第２５号）の一部を次のように改正す

る。 

 

改正後 

別表第１（第４条の３及び第４条の５関係） 

 （略） 

設置箇所 出納員になるべ

き者 

現金取

扱員に

なるべ

き者 

物品取扱員と

なるべき者 

審査補助員とな

るべき者 

 （略） 

市民窓口サービ

スセンター 

市民課長 所属の

長が指

名した

庶務担

当の係

長相当

職以上

の職員 

  

三浜文化会館 文化振興課長 

小学校 校長  校長が指名し

た学校事務員 

校長が指名した

学校事務員 

 （略） 
 

 

 

改正前 



別表第１（第４条の３及び第４条の５関係） 

 （略） 

設置箇所 出納員になるべ

き者 

現金取

扱員に

なるべ

き者 

物品取扱員と

なるべき者 

審査補助員とな

るべき者 

 （略） 

市民窓口サービ

スセンター 

市民課長 所属の

長が指

名した

庶務担

当の係

長相当

職以上

の職員 

  

小学校 校長  校長が指名し

た学校事務員 

校長が指名した

学校事務員 

 （略） 
 

 

 

附 則 

この規則は、平成２８年１２月１日から施行する。 

（会計管理室） 


